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平
成
　
年
９
月
２
日
、
館
林
市
文
化
会

館
小
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第
２
回
合
併
協

議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
は
じ
め
に
、
審
議
事
項
と
し
て
、
議
案

第
６
号｢

新
市
基
本
計
画
の
策
定
方
針
に

つ
い
て｣

を
審
議
し
、
次
に
、
協
議
事
項

と
し
て
、｢

合
併
の
方
式
に
つ
い
て｣

「
合
併

の
期
日
に
つ
い
て｣｢

新
市
の
名
称
に
つ
い

て｣｢

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て｣

の
合
併
基
本
４
項
目
を
含
む
協
議
第
１
号

か
ら
第
８
号
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

　
今
回
協
議
し
た
事
項
は
、
各
委
員
が

持
ち
帰
り
、
十
分
に
検
討
し
た
う
え
で
、

次
回
以
降
の
合
併
協
議
会
に
お
い
て
審

議
事
項
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
各
委
員
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か

ら
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の

概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　「
新
市
基
本
計
画
」は
、市
町
村
の
合

併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
合
併
特
例

法
）に
よ
り
、合
併
協
議
会
に
お
い
て
策

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計
画
で
す
。

　
計
画
の
目
的
は
、新
市
の
円
滑
な
運

営
の
確
保
と
新
市
全
体
の
均
衡
あ
る
発

展
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、新
市
が
進
む

べ
き
大
き
な
方
向
性
を
示
す
も
の
で
す
。

　
今
後
、
事
務
局
で
計
画
案
を
作
成

し
、
合
併
協
議
会
に
お
い
て
十
分
な
協

議
を
行
い
、
住
民
説
明
会
で
の
意
見
を

取
り
入
れ
た
う
え
で
、
正
式
な
計
画
と

し
ま
す
。

　
事
務
局
か
ら
は
、｢

新
市
基
本
計
画
の

構
成｣｢

計
画
の
期
間｣｢

計
画
策
定
の
基

本
的
な
考
え
方｣｢

住
民
意
見
の
反
映｣

｢
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル｣

な
ど
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

《
新
市
基
本
計
画
の
構
成
》

①
基
本
方
針

②
主
要
施
策

③
公
共
的
施
設
の
適
正
配
置
と
整
備

④
財
政
計
画

　
こ
れ
ら
の
４
項
目
を
中
心
と
し
た
構

成
と
し
ま
す
。

《
計
画
の
期
間
》

　
新
市
の
基
盤
を
形
成
す
る
た
め
に
、

合
併
後
の
お
お
む
ね
　
年
間
を
計
画
の

期
間
と
し
ま
す
。

《
計
画
策
定
の
基
本
的
な
考
え
方
》

①
将
来
を
見
据
え
た
長
期
的
視
野
に
立

　
ち
、
新
市
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の

　
基
本
理
念
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、

　
将
来
像
を
示
し
ま
す
。

②
『
た
て
ば
や
し
市
民
計
画
２
０
２
０
／

　
館
林
市
第
五
次
総
合
計
画
』及
び『
第

　
１
次
板
倉
町
中
期
事
業
推
進
計
画
』

　
を
基
本
に
、
地
域
の
課
題
を
把
握
し
、

　
そ
の
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー

　
ド
及
び
ソ
フ
ト
の
両
面
に
わ
た
り
効

　
果
的
な
事
業
の
展
開
を
図
り
ま
す
。

③
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
や
住
民
生
活

　
に
急
激
な
変
化
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う

　
に
、
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
地
域

　
の
バ
ラ
ン
ス
や
財
政
状
況
な
ど
を
考
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新市基本計画の策定方針について

用語の説明
「審議事項」…会長が提案し、合併協議会で審議・決定するものです。
　なお、継続的な審議が必要な場合は「継続審議事項」として、次回以降も
引き続き審議を行います。
「協議事項」…審議事項とする前に、意見交換や質疑を行い、次回以降の合
併協議会で審議・決定するものです。

【合併協定項目１】合併の方式について

【合併協定項目２】合併の期日について

【合併協定項目３】新市の名称について

【合併協定項目６】議会の議員の定数及び任期の取扱いについて

【合併協定項目４】新市の事務所の位置について

【合併協定項目７】地方税の取扱いについて

【合併協定項目10】農業委員会の取扱いについて

【合併協定項目11】特別職の身分の取扱いについて

　
慮
し
な
が
ら
、
公
共
的
施
設
の
適
正

　
配
置
と
整
備
の
方
向
性
を
示
し
ま
す
。

④
過
去
の
歳
入
・
歳
出
の
推
移
を
踏
ま

　
え
る
と
と
も
に
、
地
方
交
付
税
、
国

　
や
県
の
補
助
金
、
地
方
債
な
ど
の
依

　
存
財
源
を
過
大
に
見
積
も
る
こ
と
の

　
な
い
よ
う
、
合
理
的
で
健
全
な
財
政

　
運
営
を
図
る
べ
く
、
新
市
の
財
政
計

　
画
を
策
定
し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
４
項
目
を
基
本
的
な
考
え

方
と
し
て
、計
画
策
定
に
取
り
組
み
ま
す
。

《
住
民
意
見
の
反
映
》

　『
合
併
協
議
会
だ
よ
り
』
や
合
併
協

議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
よ
り
、
情

報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
住
民
説
明

会
を
開
催
し
、
住
民
か
ら
の
意
見
を
計

画
に
反
映
し
ま
す
。

　
住
民
説
明
会
で
の
意
見
を
計
画
に
反

映
さ
せ
る
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

説
明
会
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ

れ
る
の
で
す
か
？

　
平
成
の
大
合
併
で
は
、
合
併
特
例
債

な
ど
の
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
し
た
が
、

現
在
も
、
国
や
県
か
ら
の
支
援
策
が
あ

る
の
で
す
か
？

　
ま
た
、
新
市
の
進
む
べ
き
方
向
性
に

つ
い
て
の
、
よ
り
詳
細
か
つ
具
体
的
な

内
容
は
、
新
市
に
お
い
て
策
定
す
る
総

合
計
画
に
ゆ
だ
ね
る
と
あ
り
ま
す
が
、

合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
は
、「
新
市
基

本
計
画
」
と
「
総
合
計
画
」
の
ど
ち
ら

を
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
？

　
自
治
体
の
借
入
に
対
す
る
大
き
な
優

遇
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
方
交
付

税
に
お
い
て
、
一
部
の
財
政
支
援
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、「
新
市
基
本
計
画
」
は
、
住

民
が
合
併
を
す
る
べ
き
か
ど
う
か
の
判

断
材
料
と
な
る
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て

お
り
、
新
た
な
ま
ち
の
基
本
的
な
姿
を

示
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
、
よ

り
具
体
的
な
計
画
は
「
総
合
計
画
」
に

引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

「
新
市
基
本
計
画
」
は
、
新
た
な
ま
ち
づ

く
り
に
向
け
た
協
議
を
進
め
る
に
あ
た
っ

て
の
重
要
な
計
画
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
両
市
町
の
す
べ
て
の
公
民
館
で
説
明

会
を
開
催
し
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に

生
か
す
べ
き
住
民
の
意
見
に
つ
い
て

は
、
計
画
に
反
映
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
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２月

年　　月 実施内容

３〜４月

４月

新市基本計画の骨子について、合
併協議会で確認する。

新市基本計画策定までのスケジュール

新市基本計画案について、合併協
議会で確認する。

新市基本計画案を住民説明会で説
明し、意見を反映させる。
新市基本計画最終案を合併協議会
で確認する。

合併協議会で確認した新市基本計
画最終案について、群馬県との事
前協議を行う。

上記による事前協議を経て、群馬
県との正式協議を行う。

合併協議会で新市基本計画を決定
し、総務大臣及び群馬県知事へ送
付する。

５月

６月

※スケジュールは、両市町の事務事業の調整や合併協定項目
　の審議状況により、変更となる場合があります。



　「
合
併
の
方
式
」
に
は
、「
新
設
合
併
」

と
「
編
入
合
併
」
の
２
つ
の
方
式
が
あ
り

ま
す
。

　
選
択
す
る
方
式
に
よ
り
、
今
後
の
協
議

の
進
め
方
や
事
務
事
業
の
調
整
な
ど
に
大

き
な
影
響
が
あ
る
た
め
、
合
併
協
定
項
目

の
中
で
も
、
特
に
重
要
な
項
目
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
事
務
局
か
ら
は
、定
義
や
法
人
格
な
ど
、

「
合
併
の
方
式
」
に
よ
る
違
い
に
つ
い
て

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
主
な
違
い
に
つ
い
て
は
、
下
の
表
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
今
回
、
合
併
協
定
項
目
の
中
で
も
、

特
に
重
要
な
８
項
目
の
協
議
が
行
わ
れ

ま
す
が
、
８
項
目
以
外
の
合
併
協
定
項

目
の
協
議
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ

る
の
で
す
か
？

　
両
市
町
で
の
事
務
事
業
の
調
整
が
終

わ
ら
な
け
れ
ば
協
議
が
行
え
な
い
項
目

が
多
い
た
め
、
調
整
が
終
わ
り
次
第
、

随
時
提
出
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　「
新
設
合
併
」
と
「
編
入
合
併
」
で
は
、

か
か
る
費
用
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
違

い
が
あ
る
の
で
す
か
？

　
一
般
的
に
、「
新
設
合
併
」
の
方
式

を
選
択
し
た
方
が
、
コ
ス
ト
が
高
く
な

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
理
由
と
し
て
は
、
新
市
の
首
長
選
挙

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
、

新
市
の
名
称
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、

各
種
様
式
や
道
路
標
識
を
変
更
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
費

用
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

２以上の市町村を廃して、その区域に新た
に一つの市町村を置くこと。

１以上の市町村を廃して、その区域を他の
市町村の区域に編入すること。

合併前の市町村の法人格はすべて消滅し、
新しい法人格が発生する。

編入する市町村の法人格はそのまま存続
し、編入される市町村の法人格は消滅する。

新たな名称を定めるが、合併前の市町村の
名称とすることもできる。

編入する市町村の名称とすることが一般的
だが、新たに定めることもできる。

新たに定める。
編入する市町村の事務所の位置とすること
が一般的である。

合併前の市町村のすべての首長は失職し、
新市における選挙で選出される。

編入する市町村の首長は変わらず、編入さ
れる市町村の首長は失職する。

原則として、合併前の市町村のすべての議
会議員は失職し、新市において、議会議員
選挙を実施することになるが、任期につい
て特例がある。

原則として、編入する市町村の議会議員は
引き続き在任し、編入される市町村の議会
議員は失職するが、任期及び定数について
特例がある。

新設合併項　目 編入合併

定　義

法人格

新市の名称

事務所の位置

市町村長

議会議員

「新設合併」と「編入合併」の主な違い両市町の事務所の現況

　「
新
市
の
名
称
」
の
取
扱
い
は
、
合
併

の
方
式
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
事
務
局
か
ら
は
、そ
の
違
い
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
　

　「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
」
の
取
扱
い

は
、「
合
併
の
方
式
」に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
事
務
局
か
ら
は
、そ
の
違
い
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　「
合
併
の
期
日
」は
、市
町
村
が
合
併
し
、

一
つ
の
ま
ち
と
な
る
日
の
こ
と
で
す
。

　
本
協
議
会
で
は
、
合
併
協
定
項
目
の
協

議
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
ま
た
、
今

後
の
協
議
の
進
捗
状
況
に
よ
り
、
期
日
は

大
き
く
変
動
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
今
後
の
協
議
が
あ
る
程
度

進
ん
だ
段
階
で
、
審
議
事
項
と
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　
事
務
局
か
ら
は
、「
合
併
の
期
日
」
を

決
定
す
る
う
え
で
の
留
意
事
項
に
つ
い

て
、
で
き
る
限
り
住
民
生
活
に
支
障
の
な

い
日
と
す
る
こ
と
や
、
首
長
及
び
議
会
議

員
の
任
期
を
考
慮
す
る
こ
と
な
ど
の
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　「
新
設
合
併
」
の
場
合
に
は
、
新
市

の
名
称
を
新
た
に
定
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
名
称
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
基
本
的

に
は
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
既
存
の
他
の
市
町
村
の
名
称
と
同

一
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
合
併
前
の
市
町

村
の
名
称
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、「
編
入
合
併
」
の
場
合
に
は
、

編
入
す
る
市
町
村
の
名
称
と
す
る
こ
と

が
一
般
的
で
す
が
、
新
た
な
名
称
を
定

め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
新
た
な
名
称

を
定
め
る
場
合
に
は
、
新
設
合
併
と
同

様
な
配
慮
が
必
要
で
す
。

　「
新
設
合
併
」
の
場
合
に
は
、
新
市

の
事
務
所
の
位
置
を
新
た
に
定
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、
住
民
が
利
用
す
る

に
あ
た
り
、
最
も
便
利
で
あ
る
こ
と
は

も
と
よ
り
、
交
通
の
事
情
や
他
の
官
公

署
の
立
地
状
況
な
ど
も
考
慮
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
編
入
合
併
」
の
場
合
に
は
、

編
入
す
る
市
町
村
の
事
務
所
を
新
市
の

事
務
所
の
位
置
と
す
る
こ
と
が
一
般
的

で
す
。

　
な
お
、
板
倉
町
で
は
、
現
在
の
庁
舎

の
西
側
約
７
０
０
ｍ
の
位
置
に
土
地
を

取
得
し
、
延
床
面
積
約
４
，２
０
０
㎡

の
新
庁
舎
を
建
設
す
る
計
画
を
進
め
て

い
ま
す
。

　
両
市
町
の
事
務
所
の
現
況
に
つ
い
て

は
、
左
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

景観

敷地面積

延床面積

規模

構造

区分

竣工

所在地

項目 館林市

館林市城町１番１号

庁舎

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

地下１階、地上５階

9,760.24㎡

20,766.10㎡

板倉町

板倉町大字板倉2067番地

8,917.09㎡ (うち、借地6,729.77㎡ )

西庁舎

地上２階

鉄骨造

平成９年　
　月

鉄筋コンク
リート造

本庁舎

地上２階
塔屋５階

1,218.00㎡ 535.32㎡ 393.94㎡

昭和　年
7月
33昭和　年　月56 10

第二庁舎

地上１階

鉄骨造

平成３年　
　月12 10



両市町の主な地方税の課税状況

　「
地
方
税
の
取
扱
い
」
で
は
、
合
併
市

町
村
で
課
税
し
て
い
る
税
目
や
税
率
な
ど

の
違
い
を
調
整
し
ま
す
。
ま
た
、
合
併
特

例
法
に
よ
り
、「
税
の
不
均
一
課
税
」や「
課

税
免
除
」
の
特
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
事
務
局
か
ら
は
、そ
の
特
例
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　「
農
業
委
員
会
の
取
扱
い
」
で
は
、
合

併
市
町
村
の
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期

や
定
数
な
ど
を
取
り
決
め
ま
す
。
そ
の
方

法
は
、「
合
併
の
方
式
」
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。

　
事
務
局
か
ら
は
、そ
の
違
い
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
地
方
税
は
、
公
平
性
を
保
つ
観
点
か

ら
、
同
一
市
町
村
内
で
は
、
均
一
の
課
税

を
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
市
町
村
合
併
に
お
い
て

は
、
合
併
市
町
村
で
課
税
し
て
い
る
税

目
や
適
用
し
て
い
る
税
率
が
異
な
る
場

合
が
あ
り
、
合
併
後
、
そ
の
差
異
を
直

ち
に
統
一
す
る
こ
と
は
、
税
負
担
の
急

激
な
増
加
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
、
合
併
特
例
法
に
よ
り
、

合
併
が
行
わ
れ
た
年
度
と
そ
れ
に
続
く

５
年
度
に
限
り
、
合
併
市
町
村
で
異
な

る
税
率
で
課
税
す
る
、「
不
均
一
課
税
」

　「
新
設
合
併
」
の
場
合
に
は
、
合
併

市
町
村
の
農
業
委
員
会
の
委
員
は
、
す

べ
て
失
職
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
に
よ
り
、
定
数
及
び
任
期

に
つ
い
て
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、「
編
入
合
併
」
の
場
合
に
は
、

編
入
す
る
市
町
村
の
農
業
委
員
会
の
委

員
は
引
き
続
き
在
任
し
ま
す
が
、
編
入

さ
れ
る
市
町
村
の
農
業
委
員
会
の
委
員

は
、
す
べ
て
失
職
し
ま
す
。

　
し
か
し
、「
新
設
合
併
」
と
同
様
に
、

定
数
及
び
任
期
に
つ
い
て
特
例
が
あ
り

ま
す
。

や
課
税
を
し
な
い
、「
課
税
免
除
」
の

特
例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
館
林
市
と
板
倉
町
に
お
け
る
主
な
地

方
税
の
課
税
状
況
は
、
下
の
表
の
と
お

り
で
す
。

税目

法人
市町村民税

（県税は除く）
館林市 板倉町

個人市町村民税

法人税割

固定資産税

軽自動車税

市町村たばこ税

（標準税率で算出した額の 120％）
制限税率

（課税標準額の 0.3%）
制限税率

（均等割：3,500 円　所得割：課税標準額の６%）
同　　一

（法人税額の 12.1%）
同　　一

（課税標準額の 1.4%）
同　　一

（車種・総排気量などに応じて課税）
同　　一

（等級に応じた 1,000 本あたりの額で販売価格に含まれる）
同　　一

（資本金等の額と従業者数に応じて課税）
標準税率

※上記以外にも特別土地保有税など、現在課税対象のない税目があります。

均等割

都市計画税 課税していない

　「議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取

扱
い｣

で
は
、
合
併
市
町
村
の
議
会
議
員

の
任
期
や
定
数
な
ど
を
取
り
決
め
ま
す
。

そ
の
方
法
は
、「
合
併
の
方
式
」
に
よ
り

異
な
り
、
ま
た
、
合
併
特
例
法
に
よ
る
特

例
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　事
務
局
か
ら
は
、
そ
の
違
い
や
特
例
に

つ
い
て
、次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

※
９
月
６
日
開
催
の
板
倉
町
議
会
で
、

本
議
案
は
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
板
倉
町

で
は
そ
の
後
の
対
応
を
検
討
中
で
す
。

　
板
倉
町
の
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
、

新
聞
報
道
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
段
階

で
、
ど
の
程
度
の
こ
と
が
決
定
し
て
い

る
の
で
す
か
？

　
両
市
町
の
首
長
と
議
会
議
員
の
任
期

は
い
つ
ま
で
で
す
か
？

　
新
庁
舎
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
　

　
年
５
月
に
実
施
設
計
の
手
続
き
が
終

了
し
、
同
年
８
月
に
入
札
の
手
続
き
も

終
了
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
、
９
月
に
開
催
さ
れ
る
板
倉
町

議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
契
約
案
件
と

し
て
議
案
が
上
程
さ
れ
る
予
定
と
な
っ

て
い
ま
す
。
議
会
可
決
後
に
、
契
約
を

締
結
し
、
平
成
　
年
３
月
の
完
成
を
目

指
し
た
工
事
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
合
併
も

視
野
に
入
れ
た
計
画
と
し
て
、
町
議
会

議
員
や
各
種
団
体
代
表
の
か
た
が
た
に

よ
る
、　  

数
回
に
わ
た
る
慎
重
協
議
に

お
い
て
決
定
し
た
内
容
で
す
。

　
９
月
議
会
に
お
き
ま
し
て
も
、
慎
重

審
議
の
う
え
で
可
決
・
決
定
さ
れ
る
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。

《
栗
原
副
会
長
よ
り
補
足
説
明
》

　
館
林
市
長
の
任
期
は
、
平
成
　
年
４

月
　
日
、
板
倉
町
長
の
任
期
は
、
平

成
　
年
　
月
　
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
館
林
市
議
会
議
員
の
任
期
は
、

平
成
　
年
９
月
　
日
、
板
倉
町
議
会
議

員
の
任
期
は
、
平
成
　
年
４
月
　
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。
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新
設
合
併
」
の
場
合
に
は
、
原
則

と
し
て
、
合
併
市
町
村
の
す
べ
て
の
議

会
議
員
が
失
職
し
、
新
市
に
お
い
て
、

議
会
議
員
選
挙
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　ま
た
、「
編
入
合
併
」
の
場
合
に
は
、

原
則
と
し
て
、
編
入
す
る
市
町
村
の
議

会
議
員
は
引
き
続
き
在
任
し
ま
す
が
、

編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
議
会
議
員
は
失

職
し
ま
す
。

　次
に
、
合
併
特
例
法
に
よ
る
特
例
に

つ
い
て
は
、「
新
設
合
併
」
の
場
合
に
は
、

議
会
議
員
の
任
期
が
延
長
で
き
る
「
在

任
特
例
」
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、「
編
入
合
併
」
の
場
合
に
は
、

編
入
さ
れ
る
市
町
村
の
議
会
議
員
の
任

期
が
延
長
で
き
る
「
在
任
特
例
」
や
議

会
議
員
の
定
数
を
増
員
す
る
「
定
数
特

例
」
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　館
林
市
と
板
倉
町
に
お
け
る
議
会
の

現
況
は
、
右
の
表
の
と
お
り
で
す
。

委員会

任期満了日

任期

議員定数

項目 館林市議会 板倉町議会

４年 

常任委員会 
総務文教常任委員会
市民福祉常任委員会 
経済建設常任委員会  

常任委員会 
総務文教福祉常任委員会
産業建設生活常任委員会
予算決算常任委員会

特別委員会 
予算特別委員会
決算特別委員会
合併調査特別委員会

特別委員会 
板倉ニュータウン企業誘致特別委員会
板倉高校教育環境対策特別委員会
議会広報特別委員会

議会運営委員会

４年 

　人20 　人12

平成　年９月　日30 30 平成　年４月　日31 30

両市町の議会の現況

議会運営委員会

議会報編集委員会

10



板倉町の木は「モクセイ」です。
町制施行　周年を記念して、企画委員会及び制定班が
選定した６種（モクセイ、ケヤキ、ウメ、マツ、ヤナ
ギ、カシ）の候補の中から、町民の投票により選ばれ、
昭和　年９月　日に制定されました。

　「
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
」
で
は
、

常
勤
特
別
職
や
行
政
委
員
会
の
委
員
な
ど

の
身
分
に
つ
い
て
取
り
決
め
ま
す
。
そ
の

方
法
は
、「
合
併
の
方
式
」
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。

　事
務
局
か
ら
は
、そ
の
違
い
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

館林市の木は「クロマツ」です。
市制施行　周年を記念して、選定委員会が選定した６
種（クロマツ、サザンカ、アカマツ、ツバキ、ユズリ
ハ、サンゴジュ）の候補の中から、市民の投票により
選ばれ、昭和　年４月１日に制定されました。

20 30

49 60 11

　「
新
設
合
併
」
の
場
合
に
は
、
合
併

市
町
村
の
特
別
職
は
、
す
べ
て
失
職
し

ま
す
が
、
一
部
の
行
政
委
員
会
（
教

育
委
員
会
や
選
挙
管
理
委
員
会
な
ど
）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
で
定
め
ら
れ
た

手
続
き
を
行
う
こ
と
で
、
合
併
後
の
一

定
期
間
そ
の
職
務
に
就
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　ま
た
、「
編
入
合
併
」
の
場
合
に
は
、

編
入
す
る
市
町
村
の
特
別
職
は
、
引
き
続

き
在
任
し
ま
す
が
、
編
入
さ
れ
る
市
町
村

の
特
別
職
は
、
す
べ
て
失
職
し
ま
す
。

合併協議会ホームページでは、協議会の資料などを公開しています。
協議の状況や会議録を掲載していますので、ご覧ください。

また、館林市及び板倉町の公式ホームページにも両市町の広報紙をはじめ、
さまざまな情報が掲載されていますので、ご覧ください。


